
手続きの流れ

必 要 書 類

①補助金交付申請
※広告宣伝の発注を
実施する１４日前
までに提出

④受領

⑤実績報告書
※ツアーを催行した場合
ツアー催行から１４日以内
に提出

※ツアー不催行の場合
不催行の決定から１４日以
内に提出

⑧受領

⑨補助金の請求

⑫補助金の受領

②申請書の受付

③書類の審査

⑥報告書の審査

⑦書類の審査

⑩請求書の受付と審査

・申請書類は、福島県観光物産交流協会ホームページからダウンロードできます。
https://www.tif.ne.jp/jp/corporation/news.html=80 （ふくしまの旅）

(指定日までに原本を郵送で提出してください。）

申 請 者 受付窓口

□一般観光客向けホープツーリズム
旅行商品造成支援補助金交付申請書

（第１号様式）
□事業計画書（第１号様式 別紙）
□当該旅行に係る広告媒体案の写し
□広告宣伝経費が確認できる資料
※見積書の写し等

□ツアー行程表

補助金交付決定通知書

交付決定通知後、申請内容に変更があった場合は、
速やかに下記書類を提出すること。
□一般観光客向けホープツーリズム旅行商品造成
支援補助金変更（中止）承認申請書（第２号様式）

□事業変更計画書（第２号様式 別紙）
□広告宣伝費に係る見積書の写し又は領収書の写しなど
費用の証明ができるもの

請求書の受付後に指定の口座へ振込

補助金の額確定通知書

□一般観光客向けホープツーリズム
旅行商品造成支援補助金交付請求書

（第４号様式）
□振込口座の写し

⑪補助金の支払い

広告宣伝の実施

□一般観光客向けホープツーリズム
旅行商品造成支援補助金実績報告書

（第３号様式）
□事業実績書（第３号様式 別紙）
□当該旅行に係る広告媒体の写し
※会社名と販売価格が表記されて
いるもの

□広告宣伝経費が確認できる資料
※領収書の写し等

○ツアーを催行した場合

□参加人数が記載された最終ツアー行程表
□アンケート回答用紙

○ツアー不催行の場合

□理由書（任意様式）

https://www.tif.ne.jp/jp/corporation/news.html?corporation=80
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